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平 成 ３１ 年 ２ 月 定 例 会

一 般 質 問 通 告 書 一 覧 （ ３月１日 ）

答弁を求める
質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨

理 事 者

１ 県産農産物を活用した奈良の美味しい「食」の提供と発信 知 事

について

県産農産物を活用した美味しい「食」の提供と発信を積

極的に推進すべきと考えるがどうか。

（ ６番）

松本 宗弘 ２ 工業ゾーン創出に向けた取組について 産業・雇用振興

(自民党絆) 部 長

【一括質問】 工業ゾーン創出に向けた取組を推進すべきと考えるが、

磯城郡３町の進捗状況を伺いたい。

３ 磯城郡３町のまちづくりについて まちづくり推進

局 長

県では、磯城郡３町とまちづくり包括協定を締結し、協

働でまちづくりを進めているが、現在の進捗状況と今後の

取組について伺いたい。

４ 若者の居場所づくりについて くらし創造部長

中退や離職により、社会的に孤立するおそれのある若者

の居場所づくりについて、どのように取り組んでいくのか

伺いたい。

５ 県域水道ファシリティマネジメントの推進について 水 道 局 長

県域水道ファシリティマネジメントの取組を推進すべき

と考えるが、現在の進捗状況と今後の見通しを伺いたい。

６ 県が管理する道路における歩道整備について 県土マネジメント

部 長

歩行者の安全を確保するため、歩道の整備や段差解消を

図っていくべきと考えるが、県ではどのような考え方のも

と、歩道整備を進めているのか伺いたい。
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答弁を求める
質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨

理 事 者

１ 橿原総合庁舎への本庁組織の一部移転について 知 事

現在、橿原総合庁舎には、南部東部振興監所管の課室が

設置されているが、県庁舎にある本庁組織のうち、奈良盆

地の中央に位置する橿原総合庁舎の場所にふさわしい組織

（３２番） の移転をさらに進めるべきと考える。知事の所見を伺いた

山本 進章 い。

(創生奈良)

【一括質問】 ２ 県産農林産物の輸出について 知 事

（１）平成３０年１１月には、ジェトロ奈良貿易情報センター

が開設され、県内事業者等の海外展開への支援体制が強化

されたが、このことを踏まえ、アジアを中心とする海外へ

の県産農産物の販路開拓に向けて、県として、今後どのよ

うに取り組んでいくのか。

（２）県として「奈良の木」の海外販路開拓に、今後どのよう

に取り組んでいくのか。

３ 歴史文化資源を活用した地域振興について 地域振興部長

（１）万葉文化館の今後のあり方については、館の魅力向上に

とどまらず、その存在が広く、中南和地域の振興につなが

る視点も必要と考える。県が設置を検討している有識者会

議とは、どのような組織で、どのような方向で議論を進め

ようと考えているのか。

（２）２０２１年には、聖徳太子没後１４００年を迎えるが、

県が取り組んでいる聖徳太子プロジェクトの経緯と現在の

取組状況、そして、２０２１年に向けて、どのように取り

組んでいくのかについて伺いたい。

４ 橿原市、高市郡における道路整備について 県土マネジメント

部 長

（１）県道橿原高取線一町工区の完成の見通しについて伺いた

い。



- 3 -

答弁を求める
質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨

理 事 者

（３２番） （２）国道１６９号高取バイパスの現在の状況と今後の見通し

山本 進章 はどうか。また、国道１６９号御所高取バイパスの現在の

(創生奈良) 取組状況についても、あわせて伺いたい。

（３）県道橿原神宮東口停車場飛鳥線における無電柱化事業の

現在の状況と今後の見通しについて伺いたい。

１ 奈良県知事給与の減額条例について 知 事

知事給与の減額を来年３月まで延長する議案を提出され

ているが、知事選挙を来月に控え、知事が交代する可能性

があるなかで、今議会に提出したことについて知事の所見

（ ７番） を伺いたい。

中川 崇

(日本維新の ２ 第３２回国民文化祭・なら２０１７、第１７回全国障害者 地域振興部長

会) 芸術・文化祭なら大会のレガシーを継承した取組について

【一括質問】

「国文祭・障文祭なら２０１７」のレガシーを承継する

ために実施している事業について、補助対象期間を見直す

べきと考えるがどうか。

３ 奈良県の伝統工芸の振興について 産業・雇用振興

部 長

奈良県が誇る伝統工芸の振興を図るために、どのように

取り組みを進めていくのか。

４ 奈良公園バスターミナルについて まちづくり推進

局 長

バスターミナルへ出入りするバスによって、新たな渋滞

が発生するのではないかと懸念している。バスは予約順に

入場するとは限らない中、導入路は１車線で追い越しがで

きず、かつ歩道も横切る構造であるが、どのようにしてス

ムーズな乗降を実現しようとしているのか。また、県庁西

交差点付近での円滑な交通に向けて、交差点の改良も含め

た工夫が必要ではないかと考えるが、どのような対応をす

るのか。
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答弁を求める
質 問 者 名 質 問 項 目 及 び 質 問 の 要 旨

理 事 者

（ ７番） ５ 流域下水道維持管理費等市町村負担金について 県土マネジメント

中川 崇 部 長

(日本維新の （１）根拠法である下水道法には、第３１条の２「市町村の負

会) 担金」として、「利益を受ける市町村に対し、その利益を

受ける限度において」費用の全部または一部を負担させる

ことができる、と規定しているが、利益を受けていない市

町村に、他地域の負担もさせるような統一単価について、

どのように下水道法を解釈しているのか伺いたい。

（２）奈良市議会で全会一致で可決された意見書への見解を伺

いたい。


